
医療費助成制度
の

申請方法
申請をしてください

装具を受け取ったら
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県老
県親
県障　　　　
県乳
県幼
単幼



装具代金の負担が軽減できる制度です




TAMURA ARTIFICIAL
LIMB; LTD 

助成制度とは

健康保険

自己負担

助成制度

【装具代金】



申請する前に



■手続きは２回必要です



１該当の保険機関に申請
　　　　※保険証での申請

２助成制度の窓口に申請
　　　　　※受給者証での申請

　順番に申請します
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助成制度申請手順

国保は窓口で
一度に手続きができます



装具証明書
領収証

まず、念のために



　書類のコピーをとります








助成制度申請手順
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装具証明書　原本
領収証　原本
印鑑
銀行口座
健康保険証
マイナンバー　　






　該当する保険機関に申請



　　　　　　　　　等が必要です

※保険機関によってかわります

助成制度申請手順
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国保
協会けんぽ
共済組合
保険組合　など




1回目の手続き








　自宅に

支払通知
がハガキで届きます

　　※だいたい１~２か月かかります。

助成制度申請手順
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保険機関から



領収証（無い場合はコピー）
証明書（無い場合はコピー）
支払い通知のハガキ
保険証
受給者証
口座番号
印鑑
マイナンバー






　　
　　助成制度の手続きをします

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

助成制度申請手順
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市役所・区役所　　　　　　　　
　　　福祉課へ

２回目の手続き

※申請後、約１~２か月かかります



助成制度申請手順
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1回目の申請後、

領収証と証明書の原本が

手元に戻ってきた場合は、

助成制度の申請で原本を

提出してください

ご不明な点は直接営業員にお問合せ下さい


